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警告状発送 民事法院 高等法院

特許侵害訴訟

特許審判院 特許法院

権利範囲確認審判
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権利範囲確認審判の意義、種類及び性格

1. 意義及び種類

第３者が実施している（イ）号発明（確認対象発明）が特許発明の技術的範
囲に属するかどうかを確認するために、特許権者又は利害関係人が請求す
る審判。

特許権者が第3者を相手にして提起するのを積極的権利範囲確認審判とい

い、第3者が特許権者を相手にして提起するのを消極的権利範囲確認審判

といい。

2. 性格

権利範囲確認審判は、単に特許発明それ自体の発明の範囲だという“事実

関係”の確定を目的とする事ではなく、特許発明の技術的範囲に基づき、具

体的に問題となった実施形態に対して特許権の効力が及ぶかどうかを確認
する“権利関係”の確定を目的とする(大法院の判例)。
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１．紛争の早期解決を図る

審決の結果によって司法的手続（裁判)に至る前に円満な解決を図る。ま

た、訴訟費用の低減が期待される。即ち、 “権利範囲に属する”と確定す

ると、特許権の侵害に該当し、“権利範囲に属しない”と確定すると、特許

権の侵害に該当しないことと判断。

２．法院の判断基準を提供

権利範囲確認審判の審決は、民・刑事事件における技術先決課題の解

決手段であって、裁判の基礎資料として活用(有力な証拠）。但し、法院の

判断を拘束する力はない。

３．請求期間

法文による規定なし。請求の期間制限は無いか？

権利範囲確認審判の機能
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- 大法院の立場

“特許権に対する権利範囲確認審判の請求は、現存する特許権の範囲

を確定することを目的とするため、一旦適法に発生した特許権であっても
、その特許権が消滅した場合は、権利範囲確認の利益はない(不適法却
下）。”

• 係属中権利が消滅する場合は?

（1）上告審の係属中にその無効審決が確定された場合。

（2）登録料不納により登録考案が消滅した場合。

（3）上告審の係属中に存続期間の満了で対象特許権が消滅した場合。

＊大法院はみんな不適法却下

権利範囲確認審判の機能
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韓国

7741141212113282005

9921531752404242006

7951171812432542004

6901011802191902003

合計商標意匠実用特許

日本

9914317472003

10113267552004

11583920482002

合計商標意匠実用特許

権利範囲確認審判の統計



7
Since 1952

権利範囲確認審判と確認対象発明の特定

特定の重要性:（イ)号発明の特定は、審判の対象を明確にすること。もし、

第三者が(ロ)号発明を実施している場合、既判力が及ばないので確認の

利益がない(不適法却下)。

物の発明と方法発明とは、その特許の効力範囲が全く相違する。従って、

物の発明と方法の発明の構成要件をお互いに対比することができないも

のを審判請求の対象としたことであるため、許容されない不適法な審判

請求である(不適法却下)。

改正法(２００７年７月１より発効）

被請求人が確認対象発明と実施品とが異なると主張する場合、請求人の

確認対象発明の説明書及び図面の補正を認める。
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１．事件発明に新規性がない場合。

“特許発明の一部または全部が出願当時公知公用のものである場合には、

特許無効の審決有無に拘らずその権利範囲を認められない(大法院９７HU
２０９５判決など)。”

２．事件発明に進歩性がない場合。

“…但し、登録実用新案の一部又は全部が出願当時に公知公用のもので

あった場合には、実用新案登録無効の審決有無に関係無くその権利範

囲を認めることができないが、新規性はあるがその分野で通常の知識

を有する者が先行技術によってごく容易に発明できたもの、いわゆる

進歩性のない場合には他の手続で当然に権利範囲を否定することはで

きない(９７HU２０９５判決)。”

権利範囲確認審判と無効の抗弁
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権利範囲確認審判と無効の抗弁

３．事件発明の明細書が記載不備である場合。

本件特許発明の明細書が記載不備である場合、その権利は一貫して否

定されている。

“本件登録発明は特許請求の範囲の記載不備により技術的範囲を特定

できないため、その権利範囲を認めることができない。よって、確認対象

発明は本件登録発明と対比することもなく本件登録発明の権利範囲に属

さない(2005HEO3000判決)。“

４．事件発明に産業上の利用可能性がない場合。

“本件登録考案は実施が不可能な考案に該当し、旧実用新案法第８条第

３項に違反して登録されたものであるため、その権利範囲を認めることが

できない。よって、（イ）号考案が本件登録考案の権利範囲に属する余地

はない(82HU36判決、80HU39判決、85HU109判決など)。“
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権利範囲確認審判と自由技術の抗弁

５．(イ)号発明が自由技術である場合。

(イ)号発明が本件特許発明の出願前に公知公用された技術、またはそれ

から容易に発明可能な技術であれば、本件特許発明と対比することもなく

その権利範囲に属さない。

“出願当時に公知公用された技術、又は当業者がこれらから容易に導くこ

とができた技術は、誰も権利登録化できない、いわゆる自由に実施できる

ものであるといえるため、確認対象発明がこのような技術に該当するなら

ば、対比することもなく確認対象発明は当然、登録権利の権利範囲に属

さない(98HEO 2726判決)。“
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公 知 技 術

事件発明
(本件発明)

(イ)号発明
(確認対象発明)

新規性がないと
いう抗弁(○)

進歩性がないと
いう抗弁(×) 自由技術であると

いう抗弁(○)

権利範囲確認審判における重要抗弁のまとめ
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侵害訴訟における抗弁

１．権利範囲確認審判における抗弁と同じである。即ち、新規性が無いとい

う抗弁と自由技術の抗弁は認められるが、進歩性がないという抗弁は認め

られない。

２．大法院の新しい傾向 － 権利濫用の抗弁

－２００４．１０．２８．宣告 大法院 ２０００DA６９１９４判決
“…一方、特許の無効審決が確定される以前であっても、特許権侵害訴訟を

審理する法院は、特許に明白な無効事由があるかについて判断することが

でき、審理の結果、当該特許に明らかな無効事由がある時には、その特許

権に基づいた差し止めと損害賠償などの請求は、特別な事情がない限り権
利濫用に該当して許されないと言うべきである。”と判決。

権利濫用の抗弁の許容可否が争点の事件ではなかったこともあり、明

確な理論的根拠と適用要件や適用範囲に対する詳細な説明無しで結論

だけを提示した。しかし、下級審で上記の判決を引用して特許侵害訴

訟で明白な場合に限って進歩性の有無を判断。
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２．ソウル高等法院 ２００５．１．２５．宣告 ２００３NA８８０２判決

“特許の無効審決が確定される以前であっても、特許権侵害訴訟を審理す

る法院は、特許に明白な無効事由があるかについて判断することができ、

審理の結果、当該特許に進歩性欠如などの無効事由があることが明らかな

時には、その特許権に基づいた差し止めと損害賠償などの請求は、特別な

事情がない限り権利濫用に該当して許容されない”、“本件の請求項１の発

明は、本件特許の属する技術分野における通常の知識を有する者が、本件

特許出願当時の周知慣用の技術水準に基づき、各比較対象発明それ自体、

或いはこれらの結合から容易に発明できたものに過ぎず、進歩性欠如の無

効事由が明らかに存在するので、その特許権に基づいた原告の禁止及び

損害賠償の請求は、権利濫用に該当して許容されない”と判示。

侵害訴訟における抗弁
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幣所のコメント

１．侵害がある時、侵害訴訟の役割を果たしている権利範囲確認審判を十

分に活用する方が、侵害訴訟のみ提起する方法より時間的に、経費的に、

戦略的に効率であること。

２．被告になった場合、原告の主張に対してどのような抗弁を使えばいいの

かを考えるべきである。比較的、幅広く認められている自由技術の抗弁を適

切に活用することが重要である。

３．大法院の新しい傾向に注視すること。
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ご静聴ありがとうございました。

韓国ＮＡＭ＆ＮＡＭ特許法律事務所
弁理士 李元寧（リゲンネイ）

E-mail: lwn085@nampat.co.kr
直通電話：82-2-6714-1096
FAX：82-2-753-7315


